山岳技術講習会等参加費補助金制度
（目    的）
安全登山、特に遭難対策を目的とした講習会等への参加のために、参加費の一部を補助する。

（支給条件）
会長及びＬ会で認めた講習会等に参加し、そこで習得した技術・知識を下記の両方の方法で、会員に展開する。
１．報告書を提出する（会報又はメーリングリスト）。
２．集会又は技術研修を目的とした山行で講習会を実施する。

（補助金額）
一人あたり年間 5,000円を上限とする。

（申請方法）
事前に会長及びＬ会に参加予定の講習会を連絡する。支給条件を満たした後、参加費の領収書を添えて、会長及びＬ会に支給を申請する。

（支給方法）
補助金支給の申請後、現金支給。

（運    用）
講習会参加者把握、補助金支給など本制度の運用は、リーダー会が行う。

（予    算）
既定の予算より支出する。

（そ の 他）
この補助金は、43期のみ試行するもので、今後、内容等が変更される場合がある。

